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◎
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 
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正 
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（
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
二 

〔
略
〕 

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す

る
に
当
た
つ
て
は
、
被
災
し
た
障
害
者
が
そ
れ
以
外
の
障
害
者
に
よ
る
支

援
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
当
該
支
援
に
係
る
社
会
的
障

壁
（
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
社
会
的
障
壁
を

い
う
。
）
の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
の
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
が
行
わ

れ
る
た
め
に
必
要
な
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

第
五
節 

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体 

（
被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
登
録
） 

（
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
二 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

        
第
二
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

第
五
節 

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体 

（
被
災
者
援
護
協
力
団
体
の
登
録
） 
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第
三
十
三
条
の
二 

〔
略
〕 

２ 
〔
略
〕 

３ 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
登
録

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

〔
略
〕 

二 

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る

者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締

役
、
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を

有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
若
し

く
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
を
含

む
。
第
三
十
三
条
の
六
及
び
第
九
十
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の 

イ
～
ニ 

〔
略
〕 

〔
削
る
〕 

 

４
～
６ 

〔
略
〕 

第
三
十
三
条
の
三
～
第
三
十
三
条
の
十
一 

〔
略
〕 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
災
害
対

第
三
十
三
条
の
二 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
被
災
者
援
護
協
力
団
体
は
、
登
録

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

〔
略
〕 

二 

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る

者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締

役
、
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を

有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
若
し

く
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
の
代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
を
含

む
。
第
三
十
三
条
の
六
及
び
第
九
十
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の 

イ
～
ニ 

〔
略
〕 

ホ 

心
身
の
障
害
に
よ
り
被
災
者
援
護
協
力
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の 

４
～
６ 

〔
略
〕 

第
三
十
三
条
の
三
～
第
三
十
三
条
の
十
一 

〔
略
〕 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
災
害
対
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策
基
本
法
第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
条
の
二
第
六
号
の
改
正

規
定
、
同
法
第
五
条
の
三
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
条
第
二

項
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
条
の
改

正
規
定
、
同
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
三
条
第
三

項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
十
九
条
の
二
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
第
五
条
の
規
定
（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第

六
項
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及

び
第
六
条
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十

六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
同
表
第
四
十
条
第
三
項
の
項
の
改
正
規
定
、

同
表
第
四
十
二
条
第
三
項
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
第
四
十
九
条
の
二
及
び

第
四
十
九
条
の
三
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

策
基
本
法
第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
条
の
二
第
六
号
の
改
正

規
定
、
同
法
第
五
条
の
三
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
条
第
二

項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
二
条
第
三
項

の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
十
九

条
の
二
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
（
大
規
模
災
害

か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
六
項
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除

く
。
）
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
（
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の

表
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、

同
表
第
四
十
条
第
三
項
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
第
四
十
二
条
第
三
項
の
項

の
改
正
規
定
、
同
表
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
四
十
九
条
の
三
の
項
の
改
正

規
定
及
び
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 


